
聖

籠

町

訓

令

第

八

号

 

聖

籠

町

生

ご

み

処

理

器

設

置

費

補

助

金

交

付

要

綱

を

廃

止

す

る

訓

令

を

次

の

よ

う

に

定

め

る

。

 
平

成

二

十

三
年

六

月

七

日

 

聖

籠

町

長 

渡

邊 

廣

吉

 

聖

籠

町

生

ご

み

処

理

器

設

置

費

補

助

金

交

付

要

綱

を

廃

止

す

る

訓

令

 

聖

籠

町

生

ご

み

処

理

器

設

置

費

補

助

金

交

付

要

綱

（

平

成

五

年

聖

 

籠

町

訓

令

第

二

号

）

は

、

廃

止

す

る

。

 

附 

則

 

こ

の

訓

令

は

、

公

示

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

  


